
口論になったら、いったん離れて、冷静になる。
意見が合わないことで話し合いをする時には、 なるべく大人だけの場所や時間帯を選ぶ。
など工夫してはいかがでしょうか。
困った時は家族だけで抱え込まず、SOSを出してください。

子ども自身が
暴力の加害者や
被害者になる可能性
が高くなります

常に緊張感を強いられ
安心感が育たない、
他者を信頼できない
と言われています

子どもが別の部屋にいたり、
寝ていても、けんかの雰囲
気が伝わることがあります

まだ分からないと思われが
ちな赤ちゃん（胎児）にも
影響します

「自分は何もできない」
「親を守ることができない」
という自責感や無力感
を感じることがあります

目から情報を処理する脳
の部分が他の人に比べて
小さくなると言われてい
ます

脳の成長に悪影響を
及ぼします

子どもの前での 夫婦げんか や

家族への暴力・暴言 があるとこんな心配が・・・

自分のせいで
けんかしてるのかな

そんなときは

大人でもけんかすることありますよね。

北九州市では、お子さんの健やかな成長を願っております。
夫婦関係での悩みや困ったことがある場合は、ご相談ください。

（相談は裏面の各区子ども・家庭相談コーナーへ）

北九州市子ども家庭局子育て支援部子育て支援課  　（093）582-2082

不安不安不安

こわいこわいこわい

子どもが見て　いませんか？子どもが見て　いませんか？
子どもの前での夫婦げんか、パートナーや家族への暴力・暴言は

面前DV(ドメスティックバイオレンス)と呼ばれ、子どもの心を傷付けてしまいます。
面前DVは、子どもの健やかな成長や発達に影響する場合もあり、心理的虐待にあたります。

子どもの前でのけんか（暴力・暴言）になりそう…子どもの前でのけんか（暴力・暴言）になりそう…

男女共同参画局
ホームページ

特集

DVと児童虐待令和３年度 令和４年度 令和５年度

面前DVに係る
児童虐待相談
対応件数
（北九州市） 0

200
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757件 820件 945件



あなたの勇気が親子を救います

体罰等によらない子育てを広げよう！

監護教育に際し、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び
発達の程度に配慮しなければならず、体罰その他の子の心身
の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

子どもを虐待から守るためには情報提供（通告）がとても重要です！
「虐待かな…？」虐待かどうか分からなくても少しでも疑いがあれば、匿名でもかまいません。

ためらわずにご連絡を‼
■相談先

民法第821条

子どもに関する相談に24時間365日対応します

24時間子ども相談ホットライン
093-881-4152

困りごとや悩みを抱える子どもや、子育てに対する不安を
抱える保護者の相談を受け付けています

親子のための相談LINE
受付時間 10:00～20:00（年末年始は除く）

LINEはこちらから









































北九州市子どもを
虐待から守る条例の
全文はこちらから

子どもへの体罰は法律で禁止されています



北九州市

お気軽にご連絡ください

「 子どもの子どもらしい生活のために 」
こ こ せい    かつ

子どもには「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」があります。

093-482-6577【専用電話】
せん　 よう　 でん     わ

せん   よう　

せん   よう　

じゅう　　　　 　しょ

そう  だん  うけ  つけ か　 よう　び

にち よう  び げつ よう  び しゅくじつ げつ よう  び ば  あい

ふ  たんでん  わ かたつう  わ りょうそう だん   む  りょう

き　 がる れん  らく

よく じつしゅくじつねん まつ ねん  し やす やす

ど　 よう　び

きたきゅうしゅう し きたきゅうしゅう し　  と　 ばた　く　しお　 い　まちかい ばん ごう

093-482-6578【専用 FAX】
young_carer@kitafj.or.jp【専用メール】

【相談受付】火曜日～土曜日（10：30～18：30）
【住　　所】北九州市ウェルとばた2階　北九州市戸畑区汐井町1番6号

（日曜日、月曜日、祝日、年末年始はお休み。※月曜日が祝日の場合は、その翌日もお休みです。）
相談無料（ただし、通話料は電話をかけた方の負担になります。）

なんでも話してみて
はな

だれかを支えるあなたを支えたい
ささ ささ

https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer/
ヤングケアラー特設サイト

とくせつ

か ていちょう

●こども家庭庁

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ko-katei/11700347.html
ヤングケアラーについて

きたきゅうしゅうし

きたきゅうしゅうし そう  だん  し   えん まど ぐち

●北九州市ホームページ

https://www.instagram.com/youngcarer_kitaq?igsh=MXB2ZmfsM3RmNmRhng==
インスタグラムアカウント

●北九州市ヤングケアラー相談支援窓口

きた　  きゅう　   しゅう　     し

ヤングケアラー相談支援窓口
そう　    だん    　  し　      えん    　まど     　ぐち

こ い けん　り そだ まもけん　り けん　り さん    か けん　り



障がいや病気のある家族に代わ
り、買い物・料理・掃除・洗濯などの
家事をしている。

家族に代わり、幼いきょうだいの
世話をしている。

障がいや病気のあるきょうだいの
世話や見守りをしている。

目の離せない家族の見守りや声か
けなどの気づかいをしている。

日本語が第一言語でない家族や障
がいのある家族のために通訳をし
ている。

家計を支えるために労働をして、
障がいや病気のある家族を助けて
いる。

アルコール・薬物・ギャンブル問題
を抱える家族に対応している。

がん・難病・精神疾患など慢性的な
病気の家族の看病をしている。

障がいや病気のある家族の身の回
りの世話をしている。

障がいや病気のある家族の入浴や
トイレの介助をしている。

ヤングケアラーはこんな子どもたちです
こ

北九州市内在住のヤングケアラーと家族、関係機関

ヤングケアラーとは、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っている
と認められる子ども・若者」と定義されています（子ども・若者育成支援推進法）。
責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。

家族を支えている子どもたち、そのご家族、そんな子どもたちを支援している方々、
よかったらお話してみませんか？

対 象
たい　 しょう きた きゅう  しゅう   し     ない   ざい   じゅう か　  ぞく かん   けい     き     かん

北九州市ヤングケアラー相談支援窓口は
皆さんを応援します

悩みを相談したい
家族の支援が大変

使えるサービスがないか知りたい
ヤングケアラーの対応について知りたい

とにかく話を聞いてほしい など
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